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議案第８７号 

東京都板橋区情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部

を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和４年１１月２８日 

提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

東京都板橋区情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部

を改正する条例 

 東京都板橋区情報公開及び個人情報保護審査会条例（平成８年板橋区

条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「並びに東京都板橋区個人情報保護条例（平成８年板橋区条

例第２５号）第２８条並びに東京都板橋区個人番号及び特定個人情報等

の取扱いに関する条例（平成２７年板橋区条例第５６号）第２８条」を

「及び個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第１０

５条第３項において準用する同条第１項」に改める。 

   付 則 

１ この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関

する法律（令和３年法律第３７号）附則第１条第７号に掲げる規定（

同法第５１条の規定に限る。）の施行の日から施行する。 

２ 東京都板橋区個人情報保護法施行条例（令和４年板橋区条例第 号）

付則第２条の規定による廃止前の東京都板橋区個人情報保護条例（平 

成８年板橋区条例第２５号）第１９条第１項から第３項まで若しくは 

第２０条から第２２条までの規定による請求又は東京都板橋区個人番 

号及び特定個人情報等の取扱いに関する条例の一部を改正する条例（ 

令和４年板橋区条例第 号）による改正前の東京都板橋区個人番号及 

び特定個人情報等の取扱いに関する条例（平成２７年板橋区条例第５ 

６号）第１８条第１項から第３項まで若しくは第２０条から第２２条 

までの規定による請求に係る処分又は不作為に対する審査請求の諮問 
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については、なお従前の例による。 

 

（提案理由） 

個人情報の保護に関する法律の改正等に伴い、審査会の設置に係る規

定を改める必要がある。 


